NPO建築Gメンの会役員選考規定

　本会は、会の正常な運営を確保するために、会の役員の選出に係る内規を下記の通り定め、総会の総意により役員が選出されることを図るものとする。

1条 本会の役員は、総会において、社員の互選により行うことを原則とする。

2条 本会の役員に立候補しようとする者は、５名以上の社員の推薦人を揃えなければならない。

3条 本会の役員に、ある社員を推薦しようとする場合は、５名以上の推薦人の推薦を得なければならない。

4条 本会の役員に立候補並びに推薦されようとする者は、所定の期日迄に、立候補者並びに推薦人の立候補・推薦理由書を提出しなければならない。

5条 本会の役員選出の為に、理事会は、選挙管理委員会を設けなければならない。

6条 本会の役員選挙管理委員会は、３名の社員をもって構成する。

7条 本会の役員選挙管理委員会は、理事会が推薦するものとする。

8条 本会の役員選挙管理委員会は、委員互選による委員長を置くものとする。

9条 4条で定める、立候補・推薦理由書は、総会の１０日前までに、選挙管理委員長宛に提出しなければならない。

10条 本会の役員選挙管理委員会は、総会当日迄に、立候補・推薦者から提出された主張書面を整理し、総会当日に社員に配布しなければならない。

11条 役員選挙は、立候補・被推薦人が定員に満たない場合でも、立候補・被推薦人名簿を、立候補者として、総会での社員の互選に委ねなければならない。

12条 本内規の改廃は、理事会の権限で行うものとする。

13条 本内規は２００２年５月１８日より公布するものとする。

